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研究成果の概要（和文）：本研究では，マンガを構成要素とした効果的な情報倫理学習プログラムを具体的に開発し，
その学習効果を評価した。初等中等教育から高等教育までの学習者を対象とし，大学では留学生を含めた国際化を考慮
した。マンガは絵とセリフから成る視覚的表現で，かつ，省略と強調が得意な表現である。その長所を活かし，主に作
者の意図が凝縮された（1コマ，4コマ）マンガから問題意識を推察させ，学習者が感じる多様性を確認させた上で，協
調的な学習の中で問題解決を図る学習構成を展開させることを検討した。当該プログラムは生涯教育でも活用可能であ
る。

研究成果の概要（英文）： The purpose of this study is to develop and evaluate learning programs of informa
tion ethics education. The program consists of manga materials (cartoon, four-frame manga, comic, etc.). L
earners are mainly students (from K-12 to university), which also include international students at the un
iversity.
 Manga is a visual representation consisting of words and pictures. Manga is possible to strengthen emphas
is points and also to omit the other unimportant points.
 In the first step, learners infer awareness of the issue through the presented manga materials. The learn
ers confirm that their recognitions might be different from the others even if they see the same manga mat
erials.In the next step, the differences in recognition are discussed as a group work. The problem is expe
cted to be solved through group discussions by checking it from different points of view of the group memb
ers. It is suggested that these learning programs are effective also for lifelong learning.
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１．研究開始当初の背景 
情報教育における情報モラル教育は，初等

中等教育において，重要な位置付けであるに

も関わらず，その学習方法は限られていた。

一般には事例紹介とルールを学ぶことから

始めることが多いと考えられ，そのため，学

習者は受け身の状態で学習に取り組む割合

が高くなりがちである。より多様な学習教材

と主体的に学ぶことのできる学習手法が必

要とされていた。 

一方，高等教育では，グローバルな知識基

盤社会の中で，主体的に行動できる人材の育

成が求められている。情報倫理教育は，その

ための重要な基礎教育であるが，留学生を含

めた学習者に対して十分な情報倫理教育を

行うことは難しく，特に留学生に関しては，

しばしば P2P ソフトの利用等でトラブルを

生ずる例が関連研究会等であげられていた。

文化的背景，及び初等中等教育段階での教育

内容が異なる留学生を含む大学での情報倫

理教育において，どのような学習教材をどの

ような学習手法で用いることが適切か，また

効果的であるかは自明ではない。また，大学

で情報倫理教育を行う際には，留学生と国内

学生とを分けて教育することは必ずしも現

実的ではない。共通化することが可能な学習

教材の開発と効果評価が望まれる。 

このような動向の中，初等中等教育ならび

に高等教育における学習者が，受け身ではな

く主体的に情報倫理を学習できるための手

法と教材，更にそれらを用いた学習者間の協

調的な活動を学習過程に含む総合的な学習

プログラムの開発が喫緊の課題であり，本研

究では，マンガを構成要素とした教材を学習

に活用することで，当該課題の解決に貢献で

きる可能性を考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は，マンガを構成要素とした

効果的な情報倫理学習プログラムを具体的

に開発し，そのプログラムの学習効果と学習

者の到達度評価について検討することであ

る。初等中等教育から高等教育までの学習者

を対象とし，大学では留学生を含めた国際化

を考慮する。マンガは絵とセリフから成る視

覚的表現で，かつ，省略と強調が得意な表現

である。その長所を活かし，作者の意図が凝

縮された（主に 1 コマ，4 コマ）マンガから

問題意識を推察させ，学習者が感じる多様性

を確認させた上で，協調的な学習の中で問題

解決を図る学習構成を展開させる。一方で，

ストーリー漫画を提示した方が望ましい場

合を検討し，学習項目とマンガの構成要素と

の関係性についても考察する。 

 
３．研究の方法 
本研究では，マンガ教材を用い，具体的な

情報倫理学習プログラムを効果的に開発す

るために，以下の手順で開発と評価を行った。 

(1)多様なマンガ教材の開発のために，10 名

以上の漫画制作者に教材開発を依頼し，各制

作者の関心と意識に基づいたマンガ教材を

開発する。 

(2)多人数の学習者に対して，(1)のマンガを

複数提示し，各学習者の興味・関心と当該教

材とがどの程度適合するかを確認する。また，

学習者が当該マンガにおける問題点を指摘

した折に，その問題点において，学習者によ

る認識の多様性があるかを評価する。 

(3)留学生に対応する教材開発と評価のため

に，(1)(2)の評価結果を踏まえ，主要なマン

ガ(1 コマ，4 コマ，ストーリーマンガ)のセ

リフを中国語等に変換する多言語化を行う。 

(4)学習項目として，ネットワーク社会にお

ける諸問題（ネット依存・ゲーム中毒，個人

情報の漏えい，SNS 等のソーシャルメディア

が及ぼす影響，情報セキュリティ等）と，ネ

ットワーク社会における法の問題（著作権

等）に分け，マンガの活用方法を検討する。 

(5)ネットワーク社会における諸問題に関し

ては，問題提起と解決を，協調学習を通して

行う場合には，端的な 1コマや 4コママンガ



を使用する一方で，技術的な仕組みや問題を

具体的に挙げて丁寧に説明することが必要

とされている場合には，ストーリーマンガを

用いることとした。また，著作権に関する学

習においては，マンガと短歌を組み合わせ，

マンガから短歌を想起する，また逆に短歌か

らマンガを想起すること等の体験を通し，人

間の認識の多様性を理解し，また，創作性の

あり方を理解する「連想マンガを用いた著作

権教育プログラム」など，新しい学習手法の

開発を検討する。 

(6)新しい学習手法の適用範囲を確認するた

めに，大学生と 40 代とに関し，インターネ

ット調査にて，情報倫理に関する意識と知識

調査を行う。 

 
４．研究成果 

(1)開発した４コママンガ教材例を２例示す。 

右は，ネッ

ト依存をテー

マとしたマン

ガ例である。  

あるカップ

ルがデートを

している。女

性の問いかけ

に男性は常に

スマホで情報

を確認し，女

性の方を見ず

に返事をして

いる。それを

女性も不思議

と思っている

様子はない。 

北海道大学

の１年生，ま

た韓国の学生

に本マンガで， 

何が問題であるか，またどのようにすると解

決するかを問うたところ，問題点として，男

性のネット依存性を挙げる学習者が殆どであ

るものの，女性の態度が問題である旨を挙げ

る学習者もいる。また，この状況に身につま

される学習者もいるようで，「自分も気をつけ

たい」といったコメントを付した学習者も一

定程度存在した。このような状況を解決する

ためには，ネットにつながらない時間を設け

るなど，ネット依存の回避を目指す解決策を

提案していた学習者が多かった。 

 次に右は，

ソーシャルメ

ディアが及ぼ

す影響につい

て考察するた

めのマンガ例

を示す。好み

の仲間とのみ

交流し，他を

排除する内容

であり，その

是非を検討す

ることになる。

既に多数の学

習者が SNS

を経験してい

ることもあり，

このような状

況について，

必ずしも，否

定的な意見の

みではなかっ

た。 

 いずれの例も，多様な学習者の意見が表出

することが見受けられ，本例を通した情報倫

理学習では，学習者の多様性の中で，学習プ

ログラムを運用可能であることが示された。

また，親のネットに関わる問題行動を幼い子

どもが確認し，ネット社会の行動に関し悪影

響を及ぼすと思われる４コママンガも開発

した。これらは，当初の予定であった初等中

 

 



等および高等教育のみならず，親世代といっ

た学習者にも対応可能なものである。更に，

本例であげた 4 コママンガは，ネット中毒な

ど同テーマでのストーリーマンガ教材も開

発を行ったため，協調的な学習を行うか，個

別の知識確認を行うかにより，教材タイプを

変えることもできるようにした。これらは，

これまで画一的になりがちな情報モラル教

育・情報倫理教育に多様性を与える新しい可

能性を秘めた学習教材と手法である。これら

の教材は，実際に高校や中国の大学でも一部

意識調査を行っており，学習者の反応を収集

しているが，学習者の意識を図るプローブと

しての活用が見込まれる結果が出ている。 

(2)著作権に関するマンガ教材例 

 著作権に関する学習プログラムでは，一コ

ママンガを用いるものを主に開発した。特に，

著作物性を担保する「創作性」に関する学習

をテーマにした学習プログラムを，異なる側

面から大きく３種類開発した。第一が，学習

者が独自セリフを作成する「翻案体験による

創作性の理解プログラム」，第二が，学習者

の作成した短歌とマンガを組み合わせ，それ

らの連想による著作物の派生現象を体験す

る「連想マンガを用いた著作権派生確認プロ

グラム」，第三が一コママンガのパーツを切

り貼りすることによる「切り貼り作品とセリ

フを組み合わせた創作性検討プログラム」で

ある。いずれも元の一コママンガは，その専

門家である漫画家の牧野圭一氏（京都造形芸

術大学教授：研究協力者）に依頼し，学習に

おける翻案・切り貼りなどをしても問題が生

じ得ない状況で実践を行った。 

 「翻案体験による創作性の理解プログラ

ム」は概ね以下の手順で学習を行う。まず，

適当な一齣マンガを，著者のセリフを抜いて

学習者に提示する。学習者は思い思いのセリ

フを当該マンガに入れる。その後，著者のセ

リフとの差異を確認することにより，著者の

セリフが何を意図したものかを考え，自分自

身の行為（空白の吹き出しに別セリフを入れ

る）が著作権法上のどのような行為であるか

を理解するものである。 

 「連想マンガを用いた著作権派生確認プロ

グラム」は，概ね以下の手順で学習を行う。

学習者が表現したいものを短歌形式（５・

７・５・７・７の形）で表現する。当該短歌

に対応した一コママンガを描く。当該マンガ

のみを学習者に示し，どのような意図を持っ

たマンガであるかを予想する。短歌を示し，

マンガとのマッチ度合いを確認する。これら

を繰り返すことで，マンガと短歌の間の関連

付けが派生的に起こる。これらのつながり情

報は，著作権的にはどのように考えればよい

か，マンガと文が紐づけられることで，新た

な著作物とみなせるかどうかを創作性の観

点から議論することを目的とした学習プロ

グラムである。 

 最後に，「切り貼り作品とセリフを組み合

わせた創作性検討プログラム」である。これ

は，近年話題になっている「切り貼り」が，

果たして新たな創作物を生むことがあるの

か否かの観点から検討する体験型の著作権

学習プログラムである。複数の作品群を一つ

ずつパーツに分け，バラバラにし，それらを

再構成する実践を学習者が行う。学習者は，

自身が再構成した作品にセリフを付加する。

その作品には創作性を見いだせるかという

問いを投げかけ，学習者に考察を促すもので

ある。 

 以上の３つの著作権学習プログラムは，こ

れまでにない著作物の創作性を意識した学

習プログラムである。即ち，著作権の著作物

性の由来（創作性の由来）を根本から見つめ

なおすことを通して著作権学習を行うもの

である。 

(3)上記(2)の，著作権における創作性判断に

ついては，生涯学習をも想定できる作りにな

っている。そのため，インターネット調査に

て被験者の意識等を確認した。マンガとセリ



フの組み合わせによる創作性判断は，設問を

重ねるごとに，被験者に迷いや戸惑いが見ら

れ，最終的な意見では，「著作権がわからな

くなった」といった混乱があるものや「面白

い」「興味深い」といった自由意見が一定数

含まれ，生涯学習としての教材の効果的使用

の可能性が示唆された。 

以上，本研究での目的である，マンガ教材

を用いた具体的な情報倫理学習プログラム

が，異なる側面からの種類のものが開発され，

高校・大学・生涯学習としての学習効果が見

込まれることが示された。本教材は，放送大

学の教材としても取り上げられている。 
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